
ご利用料金

要支援１ ６８０円 ５,２１０円

要支援２ ８４６円 ５,３７６円

要介護1 ９０６円 ５,４３６円

要介護2 ９８３円 ５,５１３円

要介護3 １,０４８円 ５,５７８円

要介護4 １,１０６円 ５,６３６円

要介護5 １,１６５円 ５,６９５円

要支援１ １,３６０円 ５,８９０円

要支援２ １,６９２円 ６,２２２円

要介護1 １,８１２円 ６,３４２円

要介護2 １,９６６円 ６,４９６円

要介護3 ２,０９６円 ６,６２６円

要介護4 ２,２１２円 ６,７４２円

要介護5 ２,３３０円 ６,８９０円

要支援１ ２,０４０円 ６,５７０円

要支援２ ２,５３８円 ７,０６８円

要介護1 ２,７１８円 ７,２４８円

要介護2 ２,９４９円 ７,４７９円

要介護3 ３,１４４円 ７,６７４円

要介護4 ３,３１８円 ７,８４８円

要介護5 ３,４９５円 ８,０２５円

①全入居者対象となる加算

240円／回 １２０円／日

184円／回

８円／食

275円／月
５１８円

／月３日限度

３円/日 １００円/月

４円/日 １０円/月

２００円/日 ５０円/回

１２０円／日

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 生産性向上推進体制加算（Ⅰ）

認知症専門ケア加算（Ⅱ） 生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

認知症行動・心理症状緊急対
応加算

口腔連携強化加算

若年性認知症利用者受入加算

 送迎体制加算（片道） 緊急短期入所受入加算
（緊急に受け入れる場合、最大7日まで）
※要介護１～５に限る

９０円／回
療養食加算（糖尿食・腎臓食など）

総合医学管理加算
(最大１０日まで）

緊急時治療管理

 個別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ実施加算
重度療養管理加算
※要介護4，5に限る

　サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 18円／日

　サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 6円／日

　介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 介護保険料×７．５％

　介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） 介護保険料×７．１％

　地域区分（６級地）※１単位：１０.２７円で計算します 介護保険料×２．７％

②該当者のみ対象となる加算

（※１）朝食５7０円、昼食７２０円、おやつ７０円、夕食７２０円
上記「ご利用料金」以外で加算されるもの（介護負担割合証に記載された割合を乗じた額）

　夜勤体制加算 ２４円／日

　サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 2２円／日

１
 
割

2,080円 ２,４５０円
２
 
割

３
 
割

令和８年1月１日改定

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
仙寿なごみ野　料金表（強化型の場合）

介護保険給付対象 介護保険給付対象外
小　計

（日額）介護サービス費 食費 居住費



③施設の実績に基づき対象となる加算

51円／日 【単位：円】

区分 食費 居住費

３００円 ８8０円

６００円 ８8０円

1,０００円 １,３7０円

1,３００円 １,３70円

第１・第２・第３段階のいずれにも該当しない人。 ２,０８０円 ２,４５０円

（※2）対象は、「預貯金」「投資信託」「有価証券」「その他の現金」「負債（金銭の借入・住宅ローン等）」

２５０円／日※タオル、シャンプー、ティッシュ等の日用品

１５０円／日※ご自宅で行う場合は請求いたしません

実費相当額（レクリエーション活動等における材料費）

実費相当額（カット、カラー、パーマなど）

献立以外の希望食　等

★ご利用料金は月ごとにまとめて請求させていただきます。

　お支払いは指定の金融機関口座からの自動引き落としにてお願いします。（当月末締め、翌月２７日引き落とし）

教養娯楽費、行事費

美容、理容

特別食

介護老人保健施設　仙寿なごみ野
〒５０２－０９２９
岐阜市則武東４丁目２番６号
電　話　０５８－２１５－９７５３

第４段階

実費負担料金（介護保険給付対象外）について

日用品費

洗濯費（本人着用分の衣類）

電気使用料
５０円／日（テレビ、ラジカセ等）
　　　※テレビ貸出しは、１００円／日（電気使用料含む）

第２段階

・世帯全員（世帯分離している配偶者を含む）が市民
税非課税
・前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金
収入額の合計が80万円以下の人
・預貯金等が単身650万円（夫婦で1,650万円）以
下

第３段階①

・世帯全員（世帯分離している配偶者を含む）が市民
税非課税
・前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金
収入額の合計が80万円超120万円以下の人
・預貯金等が単身550万円（夫婦で1,550万円）以
下

第３段階②

・世帯全員（世帯分離している配偶者を含む）が市民
税非課税
・前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金
収入額の合計が120万円越の人
・預貯金等が単身500万円（夫婦で1,500万円）以
下

第１段階

・生活保護受給者
・世帯全員（世帯分離している配偶者を含む）が市民
税非課税の老齢福祉年金受給者
・預貯金が単身1,000万円（夫婦で2,000万円）以下

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ）

利用者負担段階

段階


